
第１部 講 演 

講 師：仙台弁護士会 元 副会長 

一番町法律事務所 弁護士 小野寺 義象 氏  
 

第２部 パネルディスカッション 

パネリスト：仙台弁護士会 元 副会長 

一番町法律事務所 弁護士 小野寺 義象 氏 

コーディネーター：参議院議員・医師 桜井 充 

                   

 

 

        

6 月 15 日朝、参議院本会議にて「共謀罪」の構成要件を改めた「テロ等準備罪」を新設する改正組

織犯罪処罰法が強行採決で可決、成立しました。来月にも施行させる今回の法案ですが、皆様はどのよ

うなものかご存知でしょうか。また施行されることにより何が変わるのか、そして今後一体どうなって

いくのでしょうか。 

今回は仙台弁護士会 元 副会長である小野寺義象氏をお招きし、改正組織犯罪処罰法とは何か、施行

による影響などをご講演いただきます。また、パネルディスカッションでは皆様からご意見・ご質問を

頂戴し、議論致します。是非ご参加いただき、一緒に考えましょう！ 

 

 

 日時 

 場所 

■ご連絡先■ 

市民政策調査会ミヤギ 

仙台市青葉区一番町１－１－３０ ２F 

（桜井充事務所内） 

TEL：022-723-4077 

FAX：022-723-4088 

E-mail：mitsuru@dr-sakurai.jp 

平成 29年７月８日（土） 
１４：００～１６：３０ 

仙台市シルバーセンター（第一研修室 七階） 

（住所：仙台市青葉区花京院 1-3-2） 

市民フォーラムは 

民進党宮城県参議院選挙区第１総支部が運営する 

市民のための勉強会です。 
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